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国立大学法人和歌山大学教職員等代表委員選出規程 

制  定 平成１６年 ４月 １日 

法人和歌山大学規程 第  ５０号 

最終改正 令和 ７年 ４月２３日 

（目的） 

第１条 この規程は、国立大学法人和歌山大学（以下「本学」という。）において、教職員等

代表委員（以下「委員」という。）が、労働基準法その他の法令が定める労働者の過半数を

代表する者（以下「過半数代表者」という。）を選出し、その活動を助けることができるよ

うに必要な事項を定める。 

（労働組合との関係） 

第２条 この規程は、労働基準法その他の法令が定める労働者の過半数で組織する労働組合

が本学に生じたときには、その効力を失う。 

（委員の役割） 

第３条 委員は、互選により過半数代表者を選出する。 

２ 委員は、過半数代表者の活動を助けるために、協議等を行う。 

３ 委員は、過半数代表者が本学と協議等を行う際には、過半数代表者を補佐する。 

（教職員等代表委員会） 
第３条の２ 委員は、教職員等代表委員会（以下「代表委員会」）を構成する。 
２ 最初の代表委員会において、前条第１項に基づき、過半数代表者を選出する。 
３ ２回目以降の代表委員会は、過半数代表者または３分の１以上の委員の要請に基づき開

催される。 
４ 委員の過半数が解任請求の署名を行い、これを学長に提出した場合は、過半数代表者は

その資格を失い、代表委員会において新たな過半数代表者を選出する。 

 （委員及び過半数代表者の任期） 

第４条 委員及び過半数代表者の任期は、２年とする。 

２ 委員及び過半数代表者が選出後第７条第１項各号に掲げる職に就いたときは、委員及び

過半数代表者を退くものとする。 

３ 任期中欠員が生じ、これを補充した場合の任期は、前任者の残任期間とする。 

（選挙） 

第５条 委員は、選挙により選出される。 

（選挙権） 

第６条 選挙権を有する者は、選挙の公示日に、本学教職員就業規則第１条に規定する者

（以下「教職員等」という。）とする。 

２ 学長、理事及び監事は、選挙権を有しない。 

（被選挙権） 

第７条 被選挙権を有する者は、選挙の公示の日に、教職員等であって、次の各号のいずれ

にも該当しない者とする。 
（１）学部長、学環長 
（２）評議員  
（３）地域協働ネットワークセンター長 
（４）食農総合研究教育センター長  
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（５）災害科学・レジリエンス共創センター長 
（６）紀州経済史文化史研究所長 
（７）学術情報センター長  
（８）データ・インテリジェンス教育研究センター長 
（９）キャンパスライフ・健康支援センター長  
（１０）産学連携イノベーションセンター長 
（１１）アントレプレナーシップデザインセンター長 
（１２）グローバル化推進センター長 
（１３）国際観光学研究センター長 
（１４）日本学教育研究センター長 
（１５）事務局長  
（１６）課長、参事役 
（１７）教育学部附属学校の校長、副校長 

２ 学長、理事及び監事は、被選挙権を有しない。 

（選挙単位） 

第８条 本学に、次の各号の選挙単位を設け、各選挙単位の選挙権者は、当該選挙単位の被選

挙権者の中から、当該各号に定める数の委員を選出する。 

（１）教育学部 １名 

（２）経済学部 １名 

（３）システム工学部 １名 

（４）観光学部 １名 

（５）附属学校 １名 

（６）上記以外 ２名 

 （選挙の公示） 

第９条 学長は、委員選挙日の３週間前までに選挙の公示を行う。 

 （選挙管理委員会） 

第１０条 選挙の執行のために、第８条各号の選挙単位ごとに選挙管理委員会を設ける。 

２ 選挙管理委員会委員（以下「選挙管理委員」という。）は、それぞれ３名とする。 

３ 選挙管理委員は、第８条各号の部局の長（第１号から第４号については学部長、第５号に

ついては教育学部長、第６号については事務局長をいう。以下この条において同じ。）が、当

該選挙単位の選挙権者の中から指名する。 

４ 次条により委員候補者となった者は、選挙管理委員としての資格を失う。 

５ 第８条各号の部局の長は、前項の後任をただちに指名する。 

（委員候補者） 

第１１条 委員候補者になることのできる者は、被選挙権を有し、当該選挙単位の選挙権者３

名以上の推薦を受け、かつ推薦を受諾した者とする。 

２ 推薦期間は、選挙の公示の日から１０日間とする。 

３ 前項の期間内に候補者となる者がない場合、選挙管理委員会は推薦期間を延長することが

できる。 

４ 推薦書の様式及び推薦を受付ける日時等については、そのつど選挙管理委員会が定める。 

（選挙の実施）  



教職員等代表委員選出規程 

８０ 

第１２条 ２名以上（第８条（６）の選挙単位は３名以上）の候補者がいる選挙単位では、選

挙を行う。 
２ 不在者投票は、認めない。 

３ 投票所は、選挙単位ごとに設ける。第８条第５号にあっては、附属小学校ないし中学校と

附属特別支援学校の２箇所に設ける。 

４ 選挙権者は、所定の投票用紙に１名の候補者の氏名を記載する。 

５ 次の各号に該当する場合、その投票は、無効とする。 

（１）所定の投票用紙を用いないもの 

（２）候補者でない者の氏名を記載したもの 

（３）氏名の記載がないもの 

（４）その他、選挙管理委員会が無効と認めたもの 

６ 有効投票総数の過半数を得た候補者を委員とする。 

７ 第１回目の投票で有効投票総数の過半数を得た候補者がいない場合は、上位２名（第８

条（６）の選挙単位は上位３名）により決選投票を行う。第１回目の投票の得票数が同じ

であるために上位２名（第８条（６）の選挙単位は上位３名）を特定できない場合は、得票

数が同じである者の間でくじ引きを行い、決選投票を行う候補者を決定する。  
８ 決選投票において候補者の得票数が同じ場合には、くじ引きにより委員を決定する。 

（信任投票） 

第１３条 候補者が１名（第８条（６）の選挙単位は２名）の選挙単位では、信任投票を行

う。 
２ 不信任票が選挙権者の過半数に達しない候補者は、信任が得られたものと見なし、委員と

する。 

３ 不信任票が選挙権者の過半数に達した候補者は、信任が得られなかったものと見なす。 

４ 前項の場合には、第５条から前条までの規定を準用し、改めて選挙を行う。 

 （委員の解任） 

第１４条 第８条各号の選挙権者の２分の１以上が解任請求の署名を行い、これを学長に提出

した場合は、当該委員はその資格を失う。 

 （欠員の補充） 

第１５条 第４条第２項、前条及びその他やむを得ない事情により委員に欠員が生じた場合は、

第５条から第１３条までの規定を準用し、速やかに欠員を補充する。ただし、次の各号のい

ずれにも該当する場合は、この限りではない。 

（１）欠員の残任期間が６ヶ月に満たないとき。 

（２）退任者を含む委員全員が認めるとき。 

（不利益取扱いの禁止） 

第１６条 本学の教職員等は、委員及びその候補者となったことを理由として、不利益な取

扱いを受けない。 

（本規程に関する協議） 

第１７条 学長又は過半数代表者が、本規程の改正を望む場合には、両者の間で協議を行うも

のとする。 

附 則 

１ この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 
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２ この規程に基づいて最初に選出される委員及び過半数代表者の任期は、この規定の施行日

（以下「施行日」という）からとし、その選出は施行日の前に行うものとする。 

   附 則（平成１７年９月９日一部改正：法人和歌山大学規程第４４７号） 

 この改正規程は、平成１７年９月９日から施行する。 

   附 則（平成１７年１２月２７日一部改正：法人和歌山大学規程第４６７号） 

 この改正規程は、平成１７年１２月２７日から施行する。 

   附 則（平成１９年３月３０日一部改正：法人和歌山大学規程第５６７号） 

 この改正規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２０年３月３１日一部改正：法人和歌山大学規程第７４６号） 

 この改正規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２１年７月２３日一部改正：法人和歌山大学規程第９３５号） 

 この改正規程は、平成２１年７月２３日から施行し、平成２０年４月１日から適用する。 

   附 則（平成２２年６月２５日一部改正：法人和歌山大学規程第１０３０号） 

 この改正規程は、平成２２年７月１日から施行する。 

   附 則（平成２３年１１月２８日一部改正：法人和歌山大学規程第１２２８号） 

 この改正規程は、平成２３年１１月２８日から施行する。 

   附 則（平成２４年５月３０日一部改正：法人和歌山大学規程第１３３３号） 

 この改正規程は、平成２４年５月３０日から施行し、平成２４年４月１日から適用する。 

附 則（平成２６年５月１６日一部改正：法人和歌山大学規程第１５２０号） 

 この改正規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年４月１日一部改正：法人和歌山大学規程第１６５５号） 

この改正規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月２５日一部改正：法人和歌山大学規程第１７８３号） 
この改正規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年３月２４日一部改正：法人和歌山大学規程第１９１５号） 
この改正規程は、平成２９年４月１日から施行する 

附 則（令和２年３月２７日一部改正：法人和歌山大学規程第２２３８号） 
この改正規程は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月３０日一部改正：法人和歌山大学規程第２４４１号） 
この改正規程は、令和４年４月１日から施行する。 

  附 則（令和５年３月２９日一部改正：法人和歌山大学規程第２５３３号） 

この改正規程は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年４月２３日一部改正：法人和歌山大学規程第２８６０号） 

この改正規程は、令和７年４月２３日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 


